
【
国
税
庁
情
報
に
よ
り
】

今
月
二
十
三
日
の
新

聞
な
ど
で
大
き
く
報
道
さ

れ
て
い
ま
す
通
り
、
社
会

保
険
未
加
入
事
業
所
へ
の

調
査
が
強
化
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
は
、
社
会
保

険
適
用
事
業
所
の
要
件
を

満
た
し
な
が
ら
、
労
働
者

に
対
す
る
厚
生
年
金
等
へ

の
加
入
を
違
法
に
逃
れ
て

い
る
疑
い
の
強
い
中
小
零

細
企
業
が
約
８
０
万
社
に

の
ぼ
る
こ
と
が
、
厚
生
労

働
省
が
国
税
庁
か
ら
情
報

提
供
を
受
け
て
行
っ
た
調

査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
た

め
で
す
。

厚
労
省
と
日
本
年
金
機

構
は
今
年
の
４
月
以
降
、

指
導
に
乗
り
だ
し
、
応
じ

な
け
れ
ば
立
ち
入
り
検
査

も
実
施
し
た
上
で
、
強
制

的
に
加
入
さ
せ
る
方
針
を

打
ち
出
し
ま
し
た
。

社
会
保
険
の
加
入
手
続

き
漏
れ
な
ど
で
厚
生
年
金

未
加
入
労
働
者
数
は
数
百

万
人
に
の
ぼ
る
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
現
役
引
退
後

の
国
民
の
貧
困
を
防
ぐ
た

め
に
、
本
格
的
な
対
策
に

乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た

よ
う
で
す
。

【
適
用
事
業
所
と
は
】

厚
生
年
金
は
原
則
と
し

て
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
従
業

員
が
い
る
法
人
の
全
事
業

所
と
、
従
業
員
５
人
以
上

の
個
人
事
業
所
に
加
入
義

務
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

あ
る
。

と
こ
ろ
が
会
社
な
ど
の

事
業
所
が
社
会
保
険
の
加

入
手
続
き
を
せ
ず
に
い
る

と
、
従
業
員
は
国
民
年
金

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険

料
（
月
１
万
５
２
５
０
円
）

を
自
分
で
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

当
然
、
老
後
は
基
礎
年

金
し
か
受
け
取
れ
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

【
今
後
の
動
向
】

国
税
庁
は
、
従
業
員
の

所
得
税
を
給
与
天
引
き
で

国
に
納
め
て
い
る
法
人
事

業
所
を
約
２
５
０
万
か
所

把
握
し
て
お
り
、
こ
の
う

ち
厚
生
年
金
に
加
入
し
て

い
る
の
は
約
１
７
０
万
事

業
所
で
残
る
約
８
０
万
社

の
事
業
所
は
未
加
入
事
業

所
と
試
算
。

厚
労
省
は
国
税
庁
か
ら

所
在
地
な
ど
の
情
報
提
供

を
受
け
、
未
加
入
事
業
所

の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
進
め
、

４
月
か
ら
は
日
本
年
金
機

構
が
３
年
間
か
け
て
、
新

た
な
加
入
対
策
を
行
う
方

針
を
出
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
日
本
年
金
機

構
が
社
会
保
険
へ
の
加
入

を
指
導
し
ま
す
。

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
、

法
的
措
置
で
強
制
加
入
を

さ
せ
る
と
あ
り
、
か
な
り

国
は
気
合
を
入
れ
て
い
る

こ
と
が
伺
え
ま
す
。

【
で
は
ど
う
す
べ
き
か
】

建
交
労
が
組
織
す
る
建

設
産
業
や
運
輸
業
な
ど
で

働
く
労
働
者
の
多
く
は
重

層
構
造
の
中
小
零
細
企
業

で
働
い
て
い
ま
す
。

社
会
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
会
社
が
社
会
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
業
員
一
人
に
か
か

る
コ
ス
ト
は
確
実
に
増
え

ま
す
。
労
働
人
口
が
減
り
、

た
だ
で
さ
え
人
材
確
保
が

難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
ハ

ン
ド
ル
業
界
。

し
か
し
、
社
会
保
険
に

加
入
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

一
方
的
に
従
業
員
の
給
与

を
下
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

、
ゼ
ネ
コ
ン
や
大
手
企
業

に
よ
る
ピ
ン
ハ
ネ
を
な
く

し
、
適
正
な
取
引
が
実
現

し
な
け
れ
ば
会
社
は
倒
産

に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

今
こ
そ
、
雇
用
を
守
り

中
小
零
細
企
業
の
経
営
を

守
る
た
め
に
は
、
適
正
な

取
引
な
し
に
は
倒
産
も
他

人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ダ
ン
プ
で
も
ト
ラ
ッ
ク

で
も
適
正
運
賃
や
そ
の
他

の
諸
経
費
に
つ
い
て
も
見

直
し
が
必
要
不
可
欠
と

な
り
ま
す
。
。

社
会
保
険
料
を
納
め

て
も
利
益
が
残
せ
る
よ

う
、
今
か
ら
対
策
を
講

じ
万
全
に
備
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ま
ま
何
も
対
策

を
講
じ
な
け
れ
ば
、
確

実
に
会
社
の
利
益
は
減
っ

て
し
ま
い
法
人
で
あ
れ

個
人
で
あ
れ
ダ
ン
プ
業

界
は
廃
れ
、
ト
ラ
ッ
ク

職
場
な
ど
で
は
雇
用
が

不
安
定
化
と
な
り
、
や

が
て
は
会
社
倒
産
も
真

剣
に
考
え
る
時
代
と
な

り
ま
す
。

★
労
働
運
動
で
会
社
と

雇
用
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

★
二
〇
一
五
年
春
闘

要
求
書

一
斉
提
出
2/19

回
答
日

3/3
以
降
3/25
ま
で

進
捗
状
況
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
報

告
を
。

★
建
交
労
中
央
行
動

日
時
：
三
月
四
日

場
所
：
衆
議
院
第
一
会
館

決
起
集
会
後
、
国
会
議

員
要
請
な
ど
各
行
動
予
定

★
松
原
・
菅
谷
裁
判

日
時
：
三
月
十
二
日
（
木
）

十
一
時
か
ら

場
所
：
宇
都
宮
地
裁

◆ 3月7日（土）午後1時半から県弁護士会館にて「ストップ！過労死 市民集会」が開催。定員200人で無料。２０１５年２月２５日 Ｎｏ１５９

★
三
月
七
日
（
土
）
、
原
発
ゼ
ロ
大
行
動
の
取
り
組
み
と
し
て
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
集
会
を
し
三
時
半
か
ら
県
庁
前
公
園
ま
ち
な
か
パ
レ
ー
ド
を
行
い
ま
す
。
ご
家
族
や
友
人
な
ど
で
ご
参
加
を
。

★ 2月28日（土）午後2時半から県弁護士主催の「憲法市民集会」

建
交
労
栃
木
県
本
部

は
損
保
ジ
ャ
パ
ン
日
本

興
亜
の
代
理
店
と
し
て
、

組
合
員
を
主
に
自
動
車

保
険
か
ら
火
災
保
険
、

傷
害
保
険
を
取
り
扱
っ

て
い
ま
す
。

今
年
二
月
、
金
融
庁

よ
り
募
集
に
当
た
っ
て

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

代
理
店
業
務
の
中
で
、

一
例
と
し
て
は
①
保
険

募
集
時
に
親
族
等
の
同

席
を
求
め
る
方
法
、
②

保
険
募
集
時
に
複
数
の

保
険
募
集
人
に
よ
る
保

険
募
集
を
行
う
方
法
、

③
保
険
申
込
に
十
分
な

検
討
時
間
を
確
保
し
複

数
回
の
募
集
機
会
を
設

け
る
方
法
、
④
申
込
を

受
け
た
保
険
募
集
人
以

外
の
者
が
、
再
度
高
齢

者
に
電
話
等
で
意
向
確

認
を
行
う
方
法
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
「
高
齢

者
」
と
は
、
契
約
者
年

齢
の
保
険
始
期
日
時
点

で
、
満
七
十
歳
以
上
を

指
し
ま
す
。

電
話
募
集
時
で
も
、

ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば

何
度
も
確
認
し
て
頂
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
十
五
年

七
月
二
日
に
建
交

労
栃
木
県
本
部
と

日
祥
運
輸
倉
庫
支

部
は
、
栃
木
県
労

働
委
員
会
（
公
益

委
員
：
蓬
田
勝
美

弁
護
士
、
労
働
者

委
員
：
小
森
肇
氏
、

使
用
者
委
員
：
石

塚
洋
史
氏
）
へ
不

当
労
働
行
為
救
済

を
求
め
申
立
を
行

い
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
約
一

年
半
が
経
過
し
ま

し
た
。

こ
の
間
、
延
べ

八
回
も
の
委
員
調

査
が
あ
り
ま
し
た
。

次
回
委
員
調
査
は
、

三

月

二

十

三

日

（
月
）
午
後
二
時

か
ら
と
な
っ
て
い

ま
す
。

前
回
の
第
八
回

委
員
調
査
の
段
階

で
、
双
方
と
も
主

張
を
出
し
切
っ
た

状
況
と
な
り
、
次

回
が
最
終
委
員
調

査
に
な
る
予
定
で

す
。こ

れ
ま
で
主
張

し
て
き
た
争
点
は
、

①
格
和
組
合
員
の

解
雇
、
②
団
交
拒

否
、
③
配
車
差
別
、

④
組
合
脱
退
慫
慂

（
し
ょ
う
よ
う
）
、

⑤
退
職
勧
奨
行
為
、

⑥
特
別
休
暇
不
承

認
な
ど
が
不
当
労

働
行
為
に
当
た
る

と
し
て
主
張
し
ま

し
た
。

組
合
と
し
て
は

救
済
命
令
を
勝
ち

取
る
ま
で
奮
闘
し

ま
す
。

引
き
続
き
、
大

き
な
ご
支
援
を
お

願
い
し
ま
す
。


